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、 。第 条の７の規定に基づき 別添のとおり環境の保全の見地からの意見を述べます46



吉の浦火力発電所に係る環境影響評価方法書に対する知事意見

当該事業は燃料として環境負荷の比較的少ない液化天然ガスを採用しているが、96万 級kW
という県内で最大規模の火力発電所の建設事業であることから、計画地周辺の良好な大気質を

保全するためのばい煙排出量の低減と、温室効果ガスである二酸化炭素排出量の低減について

十分な配慮が求められる。

また、計画地から約１ の地点には世界文化遺産、国指定史跡等である中城城跡があり、km
同城跡からの景観に対しても十分な配慮が求められる。

さらに、本発電所は既存の埋立地に建設される計画となっているが、中城湾は環境省が選定

した「日本の重要湿地500」に含まれ、また前面海域には干潟、藻場が分布し、対象事業実施

区域の一部が「自然環境の保全に関する指針（沖縄島編 」において「自然環境の保護・保全）

を図る区域」であるランクⅡに評価されている。

これらのことから、本事業に係る環境影響評価については、下記の事項に基づき方法書の内

容に検討を加えて調査、予測及び評価を行い、適切な環境保全措置を検討して環境への負荷を

可能な限り低減化して、地域の自然環境及び生活環境の保全に十分な措置を講じられたい。

記

【全体的事項】

１ 本事業で計画されている96万 級の発電所は県内最大級の施設であり、しかも、全体計kW
画が 12年余りにも及ぶ長期の計画である。

、 、 、ついては 施設の存在 稼働に係る項目のうち環境への影響が比較的大きいと考えられる

排ガス、温排水、景観については、事業の途中段階においても予測対象時期を設定し、事業

の実施による環境影響をできるだけ低減するように、施設配置等の事業計画や事業途中の環

境配慮に反映すること。

２ 準備書においては、工事計画の概要に関し、工法、工事工程、運土計画（土量も含む 、）

資機材搬入計画（搬入経路を含む 、重機投入計画（時期毎の搬入車両の種類と稼働台数を）

）、 、 、 、示す 工事施工ヤード及び工事用道路の位置及び面積 給排水計画 赤土等流出防止計画

濁水拡散防止対策について、より具体的に示すこと。

３ 準備書においては、環境影響評価に係る現地調査が油槽所の施設が存在する状態で行うこ

とを明記すること。また、その現地調査により、現有施設が存在しない状態である「現況」

を十分把握できるのかについて記述すること。

【大気環境関係】

４ 大気質について

(1) 対象事業が集落に近接して計画され、工事用資材の搬出入車両及び建設機械から排出さ

れる浮遊粒子状物質による影響が懸念されることから、それらについても環境影響評価の

項目として選定すること。

(2) 一般的な大気質の予測条件である風向・風速については、拡散の範囲が広がる強風時の

条件として、風速の大きな方から５％及び10％の風速を設定すること。

また、汚染物質の濃度が高くなり易い弱風時についても予測条件とすること。

（ 別 添 ）



さらに、常風については、事業実施区域が海岸に位置していることから、海陸風の交替

による風向・風速の日変化も考慮して予測条件を設定すること。

(3) 大気環境の予測の前提となる道路交通量の現地調査を「道路交通を代表する平日１日」

としているが、本県の地域特性として、夏期は観光シーズンであり交通量が増加すること

が考えられることから、道路交通量の季節変動を把握した上で、大気環境の予測対象時期

を設定すること。

、 、(4) 建設機械の稼働による大気質の予測地点については 最大着地濃度地点も含めて設定し

準備書に示すこと。

(5) 施設の稼働による窒素酸化物の排出濃度を25 以下としているが、最近建設されたppm
火力発電所の排出濃度と比較し高濃度となっている。LNG

このことから、脱硝前の排出濃度、脱硝性能、それらの根拠なども併せて明らかにした

うえで、同形式の発電所と比較することにより、実行可能なより良い技術が採用されてい

るか否かについて評価すること。

(6) 集落及び中城城跡に近接していることから、高さ約120 の煙突の設置は、景観への影m
響も大きいと考えられることから、煙突の高さの決定にあたり複数の条件を設定し、それ

らについて大気質と景観への影響の予測・評価を併せて行うこと。

(7) 煙突の高さを決める根拠となる大気拡散に関する予測手法は、３次元シミュレーション

を行い、その際は、大気の拡散係数に関する入力条件を明確に示すこと。

また、３次元のシミュレーションは中城城跡の位置する断崖と大城、登又などの集落が

位置する台地を含めて行なうこと。

さらに、二酸化窒素濃度の連続測定地点を中城城跡等の位置する台地上にも追加するこ

と。

(8) 当該発電所は臨海部の埋立地に存在することから内部境界層形成型のフュミゲーション

や強風によるダウンウオッシュなどが懸念される。これら短期高濃度汚染について、気象

条件を十分検討するとともに、発生する恐れがある場合はそれらのケースについて、予測

・評価を実施すること。

また、その場合は、施設の稼働による窒素酸化物の着地濃度の調査、予測地点について

は、当該発電所の周辺には学校、病院その他の環境の保全についての配慮が特に必要な施

設が存在することから、それらの状況を十分に把握したうえ再度検討すること。

(9) 各炉について、年間及び１日の稼動パターン及び稼動率及び、起動、停止時の大気汚染

物質の排出量について考慮したうえ、起動、停止時の予測、評価を行うことを検討するこ

と。

(10) 工事中の大型重量物及び運転開始後の燃料の輸送については海上輸送する計画である

、 。 、ことから 船舶から排出されるガスが大気質に影響を及ぼすおそれがある そのことから

工事用資材等の搬出入及び発電施設供用後の資材等の搬出入の際の船舶からの排出ガスに

よる大気環境への影響について、使用する船舶数及びばい煙排出濃度等を明らかにした上

で、環境影響評価の項目として選定することを検討すること。また、その際は、硫黄酸化



物についても考慮すること。

さらに、当該事業の工事の実施の際、その他の工事用船舶の航行が予定されるのであれ

ば、そのことについても影響要因として選定することを検討すること。

５ 対象事業が集落に近接して計画され、保育所、老人福祉センター等もあり、発電設備や変

圧器など施設の稼働に伴う「低周波音」による影響が懸念されることから、低周波音につい

て環境影響評価の項目として選定すること。

【水環境関係】

、 、６ バース・配管橋工事があるとされているが 本計画で利用する既存のバース部分とLNG
新たに バース・配管橋工事として行う部分及び工事の具体的な内容を踏まえた予測、LNG
評価を行なうこと。

その際は、海域の改変面積の縮小のための検討をした上で予測・評価をすること。

７ 工事中の大型重量物及び運転開始後の燃料については海上輸送する計画であることから、

船舶からの排出水が水環境に影響を及ぼすおそれがある。そのことから、工事用資材等の搬

出入及び発電施設供用時の資材等の搬出入の際の船舶からの排出水による水環境への影響に

ついて、環境影響評価の項目として選定することを検討すること。

また、当該事業の工事の実施の際、その他の工事用船舶の航行が予定されるのであれば、

そのことについても影響要因として選定することを検討すること。

さらに、影響があるとして水環境の予測・評価をする場合は、海生生物に及ぼす影響につ

いても環境影響評価の項目として選定すること。

８ 水の汚れ、水の濁り、水温及び流況に係る調査においては、当該海域の海底地形が複雑で

あることを考慮のうえ、調査地点の他、調査層（深度）についても十分検討すること。

９ 水の汚れについて

(1) 造成等の施工による一時的な水の汚れについては、杭打ち及び基礎コンクリート打設の

際のアルカリ排水が水の汚れ（ ）に影響を及ぼすおそれがあることから、そのことにpH
ついて予測・評価を行うことを検討すること。

また、予測・評価を実施するとした場合は、環境保全措置を講じた結果から想定される

と排水量を考慮した上で、定量的に予測することを検討すること。その際、予測地点pH
は排水の位置や潮流の状況等を考慮して適切に設定すること。

(2) 配管系の洗浄に薬品等が使用されるのであれば、その成分についても考慮して予測・評

価を実施すること。

さらに、復水器、取放水設備に関して、防食・防スケール剤、防スライム剤の使用があ

れば、そのことについても考慮して予測・評価を実施すること。

(3) 公共用水域水質測定結果の の経年変化において、最大値及び75％値が年々悪化しCOD
ていることに留意して、予測、評価を行うこと。

10 施設の稼動に伴う富栄養化については、当該事業における排水量、排水中の窒素、りんの

濃度、海域環境（水質、流況等）の状況等を考慮して、その排水が富栄養化に与える影響の

程度から選定するかどうかを検討すること。



、 、 、 、 、また 窒素 りんについては 周辺に藻場・干潟が分布することなどから 排水中の濃度

海域の状況等も十分に踏まえ、環境への負荷低減の観点から、予測・評価を実施することを

検討すること。

11 水の濁りについて

、 、(1) 水の濁りの原因となる赤土等の流出は 降雨の状況と密接に関わるものであることから

調査すべき時期として、平常時及び降雨時を設定すること。また、調査すべき情報に「降

雨の状況 「降雨時の海域における濁水の拡散の状況」を追加すること。さらに、その」、

際は降雨と流出の状況の調査時期を一致させること。

(2) 予測地点については、赤土等流出防止対策施設の配置（最終濁水処理対策）及び潮流の

状況等を考慮して、適切に設定すること。また、赤土等流出防止対策施設の配置について

は、準備書において具体的に示すこと。

(3) 造成等の施工による一時的な影響の予測対象時期等を「造成等の施工による水の濁りが

最大となる時期」としているが、水の濁りの状況は、降雨、地形、土壌の状況及び裸地の

状況によって変化するものである。このうち裸地の状況が人為的な要因であり、事業の実

施によって変化するものであることから、予測対象時期等については「裸地が最大となる

時期」とすること。

(4) 航路や泊地などのしゅんせつがあるのであれば、その土砂の取り扱い及び発生する濁水

の処理について考慮した上で、予測・評価を実施すること。

12 温排水について

(1) 温排水による水温への影響については、深層取水、水中放水以外の方式を含めて環境へ

の影響を比較検討の上、予測・評価を行うこと。

また、予測の手法として水理模型実験により拡散予測を行う場合、浅水域での流動・拡

散の特性を再現できるように、模型縮尺を十分に検討すること。

(2) 温排水の影響範囲の予測については、夏期には僅かな水温上昇がサンゴの生息に影響を

及ぼし白化を招くおそれがあることから、１度以下の温度上昇範囲についても予測を実施

すること。

(3) 大量の温排水の放水により、事業予定地東側海域の干潟、藻場、サンゴに影響を及ぼす

おそれがあることから、これらのことについても予測・評価ができるよう、流況、水温、

塩分濃度の調査地点を事業予定地東側海域に増やすこと。

(4) 温排水は長期に渡って放流され続けるものであり、また、当該事業実施予定区域の前面

海域はリーフ地形であり波浪流が大きいことから、荒天時の沿岸流等も考慮に入れた予測

・評価の実施を検討すること。

【土壌環境・その他の環境関係】

13 造成工事において搬出入される土砂に含まれる有害物質による土壌汚染について、土地の

履歴も考慮して環境影響評価の項目として選定することを検討すること。



【自然環境関係】

14 陸域動物、植物及び生態系について

(1) 工事中の騒音や振動等が動物及び生態系に影響を与えるおそれがあることから 「造成、

等の施工による一時的な影響」が「動物」及び「生態系」に与える影響について、環境影

響評価の項目に加えること。

(2) 中城城跡には、石灰岩の崖の上や石垣上に風衝低木林が分布すること、また、地衣植物

のカラタチゴケ属のロマリナリトラリス（ を含む特殊な着生植物の群Romalina littoralis）
落が分布し、当該植物群落は地域を代表する貴重な環境である一方、大気汚染に非常に脆

弱であることから、陸域の動物・植物、生態系の調査地域に中城城跡を含め、予測・評価

を実施すること。

なお、陸域の動物・植物、生態系の調査範囲の設定については、施設からの排ガスの拡

散シミュレーションの結果も踏まえて、再度検討すること。

(3) 煙突からの排ガスの噴出による上空を飛翔する鳥類への影響も考えられることから、施

設の稼働（排ガス）による鳥類への影響について、予測・評価の実施を検討すること

15 当該地域の生態系においては、マングースが現況において上位に位置するものと考えられ

るが、外来種であることから、地域の生態系の構造・機能を考慮して、その生態系を維持す

るために重要と考えられる在来の種及び群集を選定すること。

16 海生動植物について

(1) 環境要素の区分「海域に生息する動物 「海域に生育する植物」について、影響要因の」

区分として 「造成等の施工による一時的な影響」の項目が選定されていないが、 バ、 LNG
ース・配管橋工事」により濁水が発生し、海域の動植物へ影響を及ぼすおそれがあること

から、環境影響評価の項目に加えることを検討すること。

また、工事中における大型重量物については海上輸送する計画であるが、既存のバース

、 、で対応できない場合 バースの補強工事やしゅんせつが必要なことが考えられることから

その場合についても、環境への影響について予測・評価を実施する必要がないか検討する

こと。

(2) 海生動植物に関する調査・予測地域については、事業による直接的及び間接的な影響が

あると推定される区域、また、濁りの拡散や温排水の拡散などの変化が予測される区域を

含めて、事業による影響が想定される範囲より広めの海域を対象として設定し、準備書に

おいて図示すること。

(3) 施設の稼働による一般排水が近傍のサンゴ・藻場・干潟環境に影響を及ぼすおそれがあ

ることから、一般排水についても影響要因とし、水質、底質の調査地点は一般排水の排水

位置も考慮して設定すること。

(4) 藻場の分布状況は、気象条件や潮流の条件により常に変動するものであること、海草藻

類の繁茂期、衰退期が種によって異なることが考えられることから、四季の調査を実施す

ること。

(5) 当該事業実施予定区域が面する中城湾には、絶滅が危惧されるトカゲハゼが生息するこ



とから、予測・評価に当たっては、当該種の生息状況や生態についても考慮すること。ま

た、そのために必要な調査を実施すること。

(6) 調査すべき情報に、ウミガメや海生哺乳類の生息状況を追加し、それらの採餌、産卵、

回遊等の状況について調査すること。

【人と自然の触れ合い活動関係】

17 景観について

(1) 本計画地は、世界遺産に登録されている中城城跡から中城湾を見下ろしたとき正面に位

置することから、景観との調和を図ることが特に必要である。したがって、景観の調査、

予測、評価に当たっては、景観の保全方針や保全措置の対象などを明確にした上で、施設

の配置、規模・構造、デザイン、色彩、形状等を検討すること。

また、景観の予測、評価の手法は、検討の結果得られた複数の発電施設完成予想図（フ

ォトモンタージュなどの手法で作成した視覚的な予想図）等を基に、計量心理学的手法も

活用して可能な限り定量的な手法とすること。

なお、施設の配置、規模・構造、デザイン、色彩、形状等の検討並びに景観の調査、予

測及び評価は、検討委員会の設置等によって、専門家の指導・助言を得て実施すること。

(2) 景観を予測する視点場は事業予定地周辺の歴史的環境も考慮して選定すること。その際

は、法令で指定された文化財ばかりでなく 「歴史の道」など広く情報を調査すること。、

(3) 対象事業は集落に近接して計画されており、巨大な 貯槽や発電施設が集落の間近LNG
に出現して、集落からの囲繞景観へ大きく影響することが考えられることから、そのこと

についても調査、予測及び評価を実施すること。

(4) 発電施設の設置と併せて中城城跡周辺に送電塔を設置する場合、その設置は本事業と密

接に関連を有するものであり、景観に大きな影響を与えるものであることから、そのこと

についても考慮して予測・評価を実施すること。

(5) 本事業実施区域は沿岸域であることから、緑化については、沖縄島の海岸の自然植生を

基本とした植栽計画を検討すること。また、景観の予測に当たっては、当該植栽計画も考

慮すること。

18 名勝・史跡等が国道329号沿いに存在することから、資機材運搬車両等、交通量の増加に

よるアクセス特性への影響について、予測・評価の実施を検討すること。

【環境への負荷関係】

19 廃棄物等について

(1) 廃棄物に係る予測は、発生する廃棄物の種類及び量のみでなく、再資源化率も含めて予

測・評価すること。

また、産業廃棄物ばかりでなく、施設の稼働に伴い発生する一般廃棄物についても環境

影響評価の項目として予測・評価を実施すること。

(2) 工事中の廃棄物等に係る予測に当たっては、廃棄物及び建設発生残土の受け入れ先の処

理並びに処分の状況について調査すること。



また、排出される建設副産物の再資源化等を行う施設について、その処理能力及び受入

可能性等について調査するとともに、建設副産物の発生抑制及び再資源化等に係る具体的

な方針を検討し、再資源化率等の目標値を設定すること。

20 温室効果ガスについて

(1) 発電効率及び単位発電量あたりの二酸化炭素排出量（ｇ ）を明らかにした-CO / kWh2

うえで、在来の石油火力、石炭火力に比較することにより、どれだけ二酸化炭素の量が低

減されるかについて評価すること。

また、発電効率等を同形式の発電所と比較することにより、実行可能なより良い技術が

採用されているか否かについても評価すること。

(2) 単位発電量あたりの二酸化炭素排出量の削減の観点から、 の冷熱を利用した発電LNG
技術の導入可能性について検討すること。

【その他】

21 電磁波による人の健康への影響については、科学的知見が乏しく予測・評価の手法が確立

されていない状況にあるが、可能な限り事例を収集したうえで、その影響に関して解析を行

うことは可能であり、こうした観点から環境影響評価の項目として選定することを検討する

こと。


